


  建築物に関するルール
まちがひとつのコミュニティになるために
建築物の高さは、地盤面から9m以下とし、広い空もまちの景観とします。

また、北側隣地の日照の悪化を防ぐため、北側の敷地境界線上5mの高さ（つ

ながり小道の南側の宅地は、4.2mの高さ）から敷地境界線の直角方向に対して

10:6の勾配の斜線の内側に納めます。 ※緩和部分あり

建物の間には充分な空間を取ることが定められています。壁面後退距離は、

道路境界線から1.5m、隣地境界線から1.0m、つながり小道に面した場合は

境界線から2.0mと、細やかに配慮されています。

建築物の屋根及び外壁の色は、落ち着いた色調を基に色彩基準を定めてい

ます。

屋根は勾配のあるものとし、再生可能エネルギーを利用した装置を除き、

付帯設備等を設置しないこととします。

TVアンテナなどは、美観をそこなわないように設置するように定められて

います。

道路やふれあい散歩道、隣地境界に面して、垣や柵などの構築物を設置し

ないこととし、まち全体としてひとつのコミュニティを形成しやすいよう

にしました。

建築物の屋外に設置する物置や空調室外機、またはこれらに類する建築設

備などにおいても、道路から直接見えないように配置したり、大きさ、色を

含めたデザインなどにも配慮したりするよう定められています。

まちは、いくつもの家が集まり一体となって形成されます。

個々の家がどんなに工夫されていたとしても、日射や通

風、プライバシー保護などにおいて、まち並み景観を良好

に保つというまちの視点から考えた家や外構がデザイン

されない限り、そこに暮らす人が快適に生活できるまちは

生まれません。

全体的な景観的価値が高い、すなわち、心地よい暮らしが

育めるまち並みは、人に快適な生活をもたらすだけでなく、

結果的に個々の家の景観的価値も高めることになります。

そこで、オガールタウン日詰二十一区に相応しいまち並み

の創造をめざし「オガールタウン景観協定」を定めました。

この協定では、建築、外構に関することを中心に、工作物

や緑化などに関する具体的なルールを設定しています。

暮らす人の個性が生き生きと発揮され、一体感があり、時

とともに輝きを増す美しいまち。そんな理想的なまちを作

り出すために、まち並み、個々の家、コミュニティなどの、

様々な視点から、豊かな生活とまちの価値を考え実践して

いくための指針が、「オガールタウン景観協定」なのです。

  まちの緑化に関するルール
住民全員が協力してこそのまちの緑化
宅地の、道路に面した一部を、まち共有の「協定緑地」として出し合うこと

により、木立のまち並みをつくります。

その協定緑地は、町が景観協定に基づいて整備します。

協定緑地には、大中小の異なるサイズの木を植え、より自然に近い良好な

景観を演出するよう「協定樹木位置図」により計画的に定められています。

その維持管理は、まちの住民で組織する景観協定運営委員会が行い、各戸

にもその保全に協力していただきます。

  灯りいえなみづくりに関するルール
安全で温かみのあるまちを演出する各戸の灯り
各戸の入口に統一したデザインの門柱を建て、常夜灯を灯すこととします。

夜間の防犯性を高めるとともに、灯りが連なる温かみのあるまちを演出

します。

  つながり小道に関するルール
小道でコミュニケーションを創出
宅地の間にはつながり小道、ふれあい散歩道が配置されています。

つながり小道は宅地の一部を出し合ってつくられる共用の空間です。

住民同士のコミュニケーションを育む場として利用されるよう設置された

もので、その維持管理は、まちの住民で組織する景観協定運営委員会が行い、

各戸にもその保全に協力していただきます。

暮らす人たちが誇りと愛着を持ち続け、

賑わいと四季彩を感じられるまちをめざして。

美しい景観と暮らしやすい環境をつくるために。
※「オガールタウン景観協定」より抜粋・編集
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